
        社会福祉法人南会津町社会福祉協議会 

地区福祉活動支援交付金事業交付要綱 

（目的） 

第１条 社会福祉法人南会津町社会福祉協議会は、各集落における福

祉活動を支援するため、地区福祉活動支援交付金（以下「交付金」

という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（交付対象団体） 

第２条 交付対象団体は、区長を設置している集落又は区長を設置し

ている集落単位で設置する「地区協議会」（以下「集落等」という。）

とする。 

（交付金額） 

第３条 集落等に交付する金額は、全集落平等の割合に算定する一般

交付及び各集落の世帯に応じて算定する付加交付とし、次表のとお

りとする。 

地区区分 交付金額 

集落単位 

※合併して申請する 

集落等は、設置す

る区長単位で交付

金額を算定する。 

一般交付 前年度会費の１５％ 

付加交付 

２０世帯未満 ５,０００円 

２０～３９世帯 ４,０００円 

４０～５９世帯 

６０～７９世帯 

３,０００円 

２,０００円 

８０～９９世帯 １,０００円 

１００世帯以上 ０円 

（交付要件事業） 

第４条 集落等は、交付要件として、次に掲げる事業を行うものとす

る。 

 （１） ふれあいサロン事業もしくは世代間交流事業（年２回以上） 

 （２） 高齢者世帯等の見守り訪問活動（年３回以上） 

 （活動期間） 

第５条 活動期間は、原則として毎年４月から翌年３月末までとする。 

 （交付申請及び請求） 

第６条 交付金の交付を受けようとする集落等は、地区福祉活動支援

交付金交付申請書兼請求書（様式第１号）及び事業計画書（様式第

１号の２）に必要事項を記載し、会長に提出するものとする。 

 （交付決定及び交付） 

第７条 会長は、前条の規定により提出された申請書兼請求書を審査

し、交付金の交付について決定したときは、地区福祉活動支援交付

金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知し、すみやか

に交付するものとする。 

（実績報告書） 

第８条 活動期間終了後、２か月以内に実績報告書（様式第３号）及

び事業報告書（様式第３号の２）並びに決算書及び実績に係る関係



書類等を提出するものとする。なお、この際の決算書は、交付金が

収入として記載され、集落等で承認を受けている決算書であれば様

式は問わない。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月２４日から施行し、平成２５年４月１

日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


